
プロジェクトマネジメント業務委託（その２） 
公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

  本実施要領は、プロジェクトマネジメント業務（その２）を委託する事業者を公募型プロポーザル方

式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の目的 

  別途発注予定のプロジェクトマネジメント業務委託（その１）では、各事業で策定される基本構想・

基本計画などについて、事業間における技術水準と精査レベルを維持させることを目的に民間の最新

の知見・技術力を取り入れた高度な科学的助言等の支援（以下、技術支援という。）を行う予定である。 

なお、技術支援においては、施設の配置や動線等を検討する際に周囲へ与える影響（景観や日影等）

を様々な視点で検証し、円滑な調整を行うことが重要である。 

以上のことから、本業務では効率的な技術支援を行うために３Ｄモデルデータおよび空間を取り込

んだ多機能３D アプリケーションを構築し、新たなデジタル技術により景観や日影規制等の見える化

を行うものである。 

 

３．委託業務の概要 

 （１）委託業務名 

    プロジェクトマネジメント業務（その２）（以下「本業務」という） 

 （２）委託業務の内容 

    別添「仕様書」のとおり 

 （３）契約期間 

    契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで 

（４）委託上限額 

    １０，４２８千円（消費税及び地方消費税の額を含む）を限度とする。 

 

 

４．参加資格 

  この提案に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

（１）企画提案書提出時点において、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７

年１２月奈良県告示第４２５ 号）による競争入札参加資格者で、主業務又は従業務にＱ2(電算業

務)を登録している者で、主な取扱品目･業務内容で「①システム開発」もしくは「②電算業務委託」

の登録があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（３）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号)第１７条第１項又は第２項の規定による会社更生手続



開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法

による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による

更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ

し、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった

者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（５）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃止

前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをしていな

い者であること。 

（６）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしていな

い者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受け

た者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかっ

た者又は申立てをなされなかった者とみなす 

 

５．スケジュール 

   

日程 内容 

令和８年４月１日（水）から 公募開始 

令和８年４月１日（水）から 

令和８年４月６日（月）午後５時まで 
質問受付 

令和８年４月１日（水）から 

令和８年４月１４日（火）午後５時まで 
資料の閲覧 

令和８年４月１４日（火）午後５時まで 参加申込締め切り 

令和８年４月２８日（火）午後５時まで 企画提案書の提出締め切り 

令和８年５月１３日（水）までに連絡 結果の通知 

 

６．手続き等 

 （１）担当課（書類の提出先及び問合せ先） 

    〒630-8501  奈良県奈良市登大路町 30 番地 

    奈良県総務部知事公室 県土・施設企画課 事業係（奈良県庁本庁１階） 

電話番号：0742-27-8809（直通） 

    E-mail：shisetsu@office.pref.nara.lg.jp 

（２）実施要領及び仕様書の配布 

   ①交付期間 

    令和８年４月１日（水）から令和８年４月１４日（火）午後５時まで 

   ②交付場所 

    ６（１）の担当課及び県土・施設企画課のホームページにて配布する。 

ただし、担当課における配布は正午から午後 1 時までを除く午前 9 時から午後５時までとし、

奈良県の休日を定める条例（平成元年 3 月奈良県条例第 32 号）第 1 条に規定する県の休日を除



く。 

 （３）説明会の開催 

    本プロポーザルの実施に係る説明会は行わない。 

 （４）質問及び回答 

    質問の受付及び回答は次のとおりとする。 

   ①受付期間 

    令和８年４月６日（月）午後５時まで 

   ②質問方法 

    質問書（様式７）により担当課あてにメールにて提出すること。送付後、必ず電話にて送信した

旨を連絡すること。なお、電話・来訪など口頭による質問は受け付けない。 

   ③回答方法 

    質問に対する回答は、質問の要旨と併せて県土・施設企画課のホームページに掲載する。（令和

８年４月９日（木）掲載予定） 

なお、質問者名の公表及び質問者への個別回答は行わない。 

※当該質問及びその回答は、その後における提案内容の審査事項に反映されるものとなること

から、来訪又は電話による質問に対する回答は行わない。 

（５）参加申込 

    公募型プロポーザル参加希望者は、以下の書類を期限までに６（１）の担当課に提出すること。 

① 提出書類 

    ア 参加表明書（様式１） 

    イ 誓約書（様式２） 

    ウ 配置予定技術者に関する報告書（様式３） 

② 提出期限 

    令和８年４月１４日（火）午後５時まで 

    ただし、受付は正午から午後１時までを除く午前９時から午後５時までとし、県の休日を除く。 

③提出方法 

持参又は郵送により、上記期限までに必着で提出すること。また、封筒に「参加申込書在中」と

朱書きすること。 

※郵送の場合は、簡易書留郵便とすること。 

※参加申込書を提出した後、企画提案書を提出しない場合は、速やかに６（１）の担当課に連絡す

るとともに、令和８年４月２８日（火）午後５時までに、参加辞退届（様式６）を持参、郵送に

て提出すること。 

 （６）企画提案書の提出 

    以下の提出物を６（１）の担当課に提出すること。 

① 提出書類 

    次の各号に掲げる事項を記載した書類を７部（正本１部、副本６部）提出すること。（提出用紙

サイズは、Ａ４版縦⾧とする。） 

    ※正本１部には事業者（会社）名を記載し、副本６部には事業者（会社）名、ロゴマーク等事業



者を特定できる情報を一切記載しないこと。 

    ア 企画提案書（表紙）（様式４） 

    イ 企画提案書（本体）（様式任意） 

    ウ 企業および配置予定技術者の経験および能力（様式５） 

    エ 見積書（様式任意） 

      ・見積額（消費税及び地方消費税を含む）及び積算内訳（項目ごとの金額）を記載すること。 

・積算根拠は仕様書を参考に可能な限り詳細に記載すること。 

・見積額は、３（４）の委託上限額の範囲内とすること。 

② 企画提案に係る留意事項 

    ア 提出できる企画提案書は、１提案者につき１案とする。 

    イ 企画提案書（本体）は２０ページ以内とする。 

    ウ 提出された企画提案書は返却しない。また、企画提案書の取り扱いは以下のとおりとする。 

      ・企画提案書は委託業者を特定するために必要な範囲で複製する。また、奈良県情報公開条

例（平成 13 年３月奈良県条例第 38 号）に基づき、開示する場合がある。 

③ 提出期限 

    令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

    ただし、受付は正午から午後１時までを除く午前９時から午後５時までとし、県の休日を除く。 

   ④提出方法 

    持参又は郵送により、上記期限までに必着で提出すること。また、封筒に「企画提案書在中」と

朱書きすること。企画提案書について、提出後の追加及び修正は認めない。 

   ※郵送の場合は、簡易書留郵便とすること。 

 

７．選定方法等 

 （１）評価基準 

    別記「プロジェクトマネジメント業務委託（その２）に係る事業者審査基準」に基づき評価する。 

 （２）評価方法 

    提出された企画提案書等について、書類審査を行い評価基準に基づき評価する。 

 （３）候補者の特定方法 

   ①審査会において、業務理解度、企業および配置技術者の経験および能力、実施体制・実施スケジ

ュール、提案内容及び事業費内容について総合的に評価し、最も高い評価を受けた者を委託候補

者として特定する。ただし、各委員の合計得点の平均が６割以上でなければならないこととす

る。 

   ②最高点の者が複数いる場合、見積額の安価な提案者を委託候補者として特定する。 

   ③提案者が１者のみの場合は、全委員の得点が６割以上で、かつ審査会により承認されたものに

ついて、当該提案者を委託候補者として特定し、６割未満の場合は再度公募を実施する。 

 （４）結果の通知 

    企画提案書を提出した者には、書面（郵送）で特定又は非特定の通知を行う。（令和８年５月  

１２日（火）を予定） 



 （５）選定結果の公表 

    選定結果について、企画提案者ごとの得点をインターネットの県土・施設企画課ホームページ

に公表するものとする。ただし、企画提案者名については、最優秀提案者以外公表しない。 

 

８．契約 

 （１）本業務の委託については、７（５）の特定の通知を受けた者と、業務委託契約の仕様等について

協議・調整を行い、随意契約により契約を締結する。ただし、県との協議により修正・変更を行う

場合がある。 

 （２）企画提案にあたって、次のいずれかに該当する場合があったときは契約の相手方とせず、また契

約後にあっては契約を解除する。 

   ①企画提案書等に虚偽の記載、申告があった場合 

   ②企画提案書に実現可能性がない内容が含まれていた場合 

   ③業務遂行の意思が認められない場合 

   ④業務遂行の能力がないと認められる場合 

 （３）協議の結果、契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案が上記理由等により取消となっ

た場合には、その事業者との契約を行わず、次点の事業者と協議を行う場合がある。 

（４）契約書作成の要否等 

要します。落札者は、奈良県契約規則第１７条第１項の規定に基づき落札決定後遅滞なく契約を 

締結するものとします。 

なお、本件は電子契約の対象です。電子契約を希望する場合は、落札決定後速やかに「電子契約

同意書兼メールアドレス確認書」を６．（１）に記載の提出先に電子メールで提出してください。 

 

９．その他 

 （１）実施要領の承諾 

    企画提案に応募する者は、参加申込書の提出をもって、本要領のすべての記載内容を承諾した

ものとみなす。 

 （２）提案者の失格 

    提案者が次のいずれかに該当する場合には失格とする。 

    ①「４．参加資格」の提案者の参加資格に定めた資格が備わっていないとき。 

    ②複数の提案書を提出したとき。 

    ③提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合していないとき。 

    ④提出書類に虚偽があったとき。 

    ⑤提案書提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

    ⑥そのほか不正な行為があったとき。 

 （３）参加資格の喪失 

    参加申込書の提出後、契約締結までの期間に入札参加停止等となった場合には、以後の本件手

続きに関する参加資格を喪失する。 

 （４）書類作成の経費 



    企画提案書を含め提出書類の作成等に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

 （５）契約条件等 

    契約者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を契約締結時に納付するこ

と。ただし、契約者が奈良県契約規則（昭和 39 年５月奈良県規則第 14 号）第 19 条第１項ただし

書各号のいずれかに該当する者であるときは、契約保証金を免除する。 

 （６）委託費の支払 

    本業務の委託費は、事業完了後に県が検査を行い、適正と認められた場合に支払うこととし、前

金払及び部分払は行わない。 

 


